
木造住宅耐震対策事業

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
住
宅
の
倒
壊
や
全
半
壊
、
土
地
の
陥
没
・
隆
起
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
破

損
な
ど
市
に
も
大
き
な
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害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
大
地
震
時
に
木
造
住
宅
の
倒
壊
を
防
ぎ
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
か
ら
登
下
校

時
の
児
童
を
守
る
た
め
、
人
的
被
害
を
軽
減
す
る
各
種
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ん
が
居
住
す
る
木
造
住
宅
。
特
に
、
昭
和
56
年
以
前
に
建
築
し
た
住
宅
は
耐
震

性
が
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
震
災
に
備
え
て
で
き
る
こ
と
。昭
和
56
年
以
前
に
建
て
た
木
造
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
は
、

ま
ず
耐
震
診
断
を
受
け
て
、
住
宅
の
耐
震
性
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
大
切
な
家
族
や
財
産
を
守

る
た
め
に
、
各
種
対
策
事
業
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

①木造住宅耐震診断助成
　「木造住宅耐震診断士」による耐震診断を行います。
●事業期間　平成26年度まで
●対象建築物　昭和56年５月31日以前に建築した在来軸
組構法または枠組壁構法の木造戸建て住宅（現在の建築
基準法耐震基準が施行される以前の住宅）。
●助成内容　限度額は148,300円（市が14万円。個人負
担8,300円）。148,300円を越える部分（建物の延べ面積が
200㎡以上）の費用は自己負担。

②木造住宅耐震改修工事助成
　耐震診断を受けた後、耐震改修工事を行う場合に補助します。
●事業期間　平成26年度まで
●対象建築物　木造住宅耐震診断助成事業で作成した耐
震改修計画に基づき、改修設計・工事を行う住宅。
●助成内容　工事に係る費用のうち補助上限を90万円と
し、その３分の１（補助限度額30万円）以内を助成。

▲耐震対策の一例：壁に筋かいを入れて耐震強化

③耐震改修促進税制
　旧耐震基準の既存住宅を、現行の耐震基準に適合させ
る耐震改修工事を実施した場合、所得税や固定資産税の
軽減を受けることができます。
●所得税の控除
　平成21年１月１日から平成29年12月31日までに耐震改
修を実施した場合、改修に要した費用の10％相当額（20
万円上限。新消費税率の場合は25万円上限）を所得税か
ら控除することができます。
※住宅借入れ金等特別控除は別途（返済期間が10年以上、

工事費が100万円超などの条件あり）。
●固定資産税の軽減
　平成22年１月から平成24年12月までの間に耐震改修工
事が完了した建物は、120㎡相当部分まで固定資産税が
翌年度から１年間、２分の１に軽減されます（改修費用
30万円以上）。
問建設課　☎22-1326

　市では、東日本大震災により被災した宅地（自
宅敷地）の修繕、補修工事に対し支援を行ってい
ます。
●補助要件　市内に居住している方が、自ら居住
している住宅の敷地で、30万円以上の補修工事を
業者へ発注する場合に、その工事費の一部を補助
します。
●対象者（①②の要件を満たす方）
①平成23年３月11日時点で、被災した宅地に建築
されている住宅（持ち家）に居住し、かつ、住民
登録していること、②平成27年３月31日までに補
修工事を完了し、実績報告書を提出できる方。
●対象となる宅地　申請者自らが居住する住宅と
一体で利用している宅地
●対象となる工事の例　被災擁壁の撤去・再設置
や法面の保護・修復など
●補助金額　補助対象となる工事費の10％に相当
する額（上限30万円）で、１宅地につき補助金申
請は１回限りとなります。
●実施期間　平成27年３月31日まで
問都市整備課　☎22-1325

宅地災害復旧補助金事業
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木造住宅耐震対策事業の助成を受けるには？

【条件】　・市の木造住宅耐震診断助成事業を受けていること　・診断の総合評価が1.0未満の住宅
　　　　・在来軸組構法又は枠組壁構法住宅

木造住宅耐震診断助成事業
　限度額148,300円（市が14万円を助成。個人負担：8,300円）　※148,300円を超える費用は自己負担。

【条件】　・診断の総合評価が基準以下の住宅　・在来軸組構法または枠組壁構法住宅

木造住宅耐震改修工事助成事業
　費用の90万円までは市が３分の１を助成（市の助成金：最大30万円）
　　　※残り３分の２と超える部分の費用は自己負担

各種税制控除
　所得税の控除

　固定資産税の軽減

　市では、東日本大震災等により被災した住宅の
修繕、補修工事に対し支援を行っています。
●事業期間　平成26年度まで
●補助要件　市内業者との契約で、補助要件に該
当する修繕や工事で、20万円以上であること。
●対象者（①②をすべて満たす方）
①市内に所有する住宅に居住し、住民登録または
外国人登録をしていること、②市で実施している
他制度の補助金などを受けていない工事。
●助成内容　助成対象となる工事費の10％に相
当する額（上限10万円）を助成。
●対象となる住宅　自己が所有し、居住する個人
住宅または併用住宅。
問建設課　☎22-1326

住宅災害復旧等補助金事業

◀助成対象となる
　被害の一例

危険ブロック塀等除却事業
　通学時の児童など、通行人の安全確保を目的に、
避難所への公衆用道路に面した危険なブロック塀な
どを取り除く方に助成する事業です。
●事業期間　平成26年度まで
●事業の対象　①避難所への公衆用道路に面した危
険ブロック塀などの一部または全部を取り除く方、
②宮城県土木事務所や市が行う調査で、「Ｄ」また

は「Ｅ」の判定を受けたブロック塀など、③道路面
からの高さが１ｍ以上で、コンクリートブロック造
り、石造り、レンガ造り、そのほか組積造りによる
塀や門柱。
●助成内容　１件当たり15万円、またはブロック塀などの
面積（㎡）×4,000円のいずれか低い額を限度として助成。
問建設課　☎22-1326
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